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内部統制システムの構築の基本方針について 

 
 当社は、平成 18年 5月 10日開催の取締役会において、下記のとおり内部統制システム
の構築の基本方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
当社は、会社法第 362条第 5項、及び会社法施行規則第 100条第 1項、同条第 3項に基

づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）を整

備する。 
 
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(1)『伯東グループ企業倫理行動憲章』及びコンプライアンス上の諸規程を会社の行動
規範とし、取締役及び使用人に対し定期的に実施する研修等を通じて、法令及び社

会倫理の遵守をすべての企業活動の前提とすることを徹底する。 
(2) コンプライアンスに関する統括責任者としてコンプライアンス担当取締役を任命
する。当該担当取締役の下、コンプライアンスを統括する総務部は、コンプライア

ンス体制を整備、維持する。また、内部監査室は、その実施状況、有効性等を監査

する。 
(3) 倫理規程に基づき、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置
し、コンプライアンス上の重要な事項を審議し、その結果を取締役会に報告する。 

(4) 法令違反、社会倫理上疑義のある行為等について、使用人が直接コンプライアンス
委員会に情報提供を行う手段として内部通報窓口を設置、運営する。 

 



２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
取締役の職務の執行に係る文書（電磁的記録を含む。）については、文書管理規程に

従い、関連資料とともに保存、管理するものとし、必要に応じて少なくとも 10年間は、
閲覧可能な状態を維持する。 

 
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(1) リスクに関する統括責任者としてリスク担当取締役を任命する。当該担当取締役の
下、リスクを統括する総務部は、全社横断的なリスク管理体制を構築する。 

(2) リスク管理体制の基礎としてリスク管理規程を制定し、リスクの種類毎に責任部署
を定め、各責任部署は、リスク管理の実効性を高めるための諸施策を実施し、所管

するリスク管理の状況を継続的にモニタリングする。 
(3) リスクの現実化に伴う危機に備え、緊急時対策、損害拡大防止対策、復旧対策及び
再発防止対策を内容とする危機管理規程を制定し、迅速かつ適切に対処することに

より損失の最小化に努める。 
 
４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1) 取締役会による経営計画の策定、経営計画に基づく各業務担当取締役による事業部
門毎の業績目標と予算の設定及び月次・四半期業績管理の実施、取締役会及び常務

会による月次・四半期業績のレビューと改善策の実施を内容とする経営管理システ

ムを適切に運用して、取締役の職務執行の効率化を図る。 
(2) 意思決定プロセスの簡素化等により意思決定の迅速化を図るとともに、重要な事項
については、常務会の合議制により慎重な意思決定を行う。 

(3) 取締役会の決定に基づく業務執行については、総合組織規程、業務分掌規程、職務
権限規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定め、

これにより業務の効率的運営及びその責任体制を確立する。 
 
５．会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

(1)『伯東グループ企業倫理行動憲章』をグループ企業の行動規範とし、これに基づき
グループ企業各社において必要な諸規程を整備することにより、伯東グループの内

部統制システムを構築する。 
(2) コンプライアンス担当取締役及びリスク担当取締役は、各々子会社のコンプライア
ンス体制及びリスク管理体制を構築する権限と責任を有し、本社総務部は、これら

を横断的に推進、管理する。 
(3) 子会社管理の担当部署は、子会社の管理に関する規程を整備し、子会社の状況に応
じて必要な管理を行う。 

 
 
 
 



６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に

関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 
監査役の職務を補助すべき使用人に関する規程を定め、監査役の職務を補助すべき使

用人として、当社の使用人から補助者を任命することとし、当該使用人の人事異動及

び人事考課については、監査役会の同意を得る。また、当該使用人は、会社の業務執

行に係る役職を兼務せず、取締役の指揮命令に服さないものとする。 
 
７．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する

体制 
取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生するおそれが

あるとき、違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと

定めた事項が生じたときは、直ちに監査役会に報告するものとする。また、これにか

かわらず、監査役は、必要に応じて取締役又は使用人に報告を求めることができる。 
報告の方法については、取締役と監査役会との協議により決定する方法による。 

 
８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

適切な意思疎通と効果的な監査業務の遂行を図るため、代表取締役との定期的な意見

交換会を開催する。 
 
 
（ご参考） 

 
『伯東グループ企業倫理行動憲章』は、当社ホームページでご覧いただけます。 

URL：http://www.hakuto.co.jp 
 

 
以 上 


